
「住まいの提案力 UP 講座応用編」利用規約 
 

一般社団法人高齢者住宅協会（以下、「当協会」という）は、国土交通省が 2019 年 3 月 28
日に公表した「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」（以下、
「ガイドライン」という）の普及促進に取り組んでいる。高齢期の状態変化を踏まえ、高齢
期の住まいと住まい方について適切に提案できる人材が必要と考え、高齢期の居住の場の
選択の支援に資する人材を育成するため「住まいの提案力 UP 講座入門編」に引き続き、
「住まいの提案力 UP 講座応用編将来計画 ver.」並びに「住まいの提案力 UP 講座応用編リ
フォーム提案 ver.」（以下、「本講座」という）をオンラインにて開講し。利用規約を以下の
とおり定める。 
本講座の申込の前に必ずこの規約をご確認の上、受講申込の手続きをすること。 
 
第１条（目的） 
 高齢期の豊かな暮らしの実現に向けて、「ガイドライン」を活用した高齢期に適切な住ま

いと住まい方を提案できる以下の人材を育成することを目的とする。 
① 高齢者の生活環境から将来起こりうるリスクを想定し、高齢者にわかりやすく伝える

ことができる人材 
② 人的資源、地域資源を把握し、高齢者の視点で一緒に「ありたい姿」の方向を決める

ための適切な後押しができる人材 
③ 高齢者の気持ちに寄り添って、現状維持や先延ばしの意識に対しても、適切にアプロ

ーチできる人材 
 
第２条（受講対象者） 
 本講座の受講対象者は以下の者とする。 

① 高齢期の住まいの相談窓口に従事する者 
② 住宅改修に従事する者 
③ 地方公共団体職員 
④ その他（高齢者、今後高齢期を迎える者） 
⑤ 「住まいの提案力 UP 講座入門編」の受講を修了した者 

 
第３条（位置付け） 
 本講座は「介護と住まいの相談員」資格講座の一つであり、「住まいの提案力 UP 講座入

門編」の続編として開講するものであり、本講座を修了していることを今後開講予定の
介護現場体験実習の受講の要件とする。また、将来計画 ver.、リフォーム提案 ver.の順
に受講するものとする。 

 



第４条（開講期間） 
 本講座は、2021 年 7 月 14 日より開講し、終期については、その１カ月前に発表通知す

る。 
 
第５条（受講に要する時間及び受講形態） 
 本講座は、将来計画 ver.、リフォーム提案 ver.とも、約３時間 30 分程度を要する内容で

ある。またオンラインによる他の受講者とのグループワークを行う形態を取る。その為、
１回の最低催行人数を４人とし、最大でも原則 12 人を超えない範囲で実施する。 

 
第６条（受講費用） 
 本講座の受講費用は、将来計画 ver.については¥19,800/人（税込¥21,780/人）、リフォー

ム提案 ver.については¥39,800/人（税込¥43,780/人）とする。但し、１講座につき、一つ
の団体が８名以上の申し込みをした場合は、前記金額の 20％を団体割引として割り引く。
また、開講の１週間以内のキャンセルについては、50％のキャンセル料が発生する。 

 
第７条（申込方法） 
 本講座は、当協会の e-mail：kenshu@shpo.or.jp 宛に、氏名、所属団体、電話番号、e-mail

アドレスを記入の上申し込む。当協会から、受講費用の支払い方法を案内し、入金が確認
された後に、正式に申込が完了させる。 

 
第８条（著作権） 
 受講者は、本講座のコンテンツについて、無断複製・無断転載することはできない。 
 
第９条（禁止事項） 

１.受講者が以下の各号のいずれかに該当した場合には、当協会は、事前に通告なく、直
ちに受講を停止することができるものとする。 
① 法令又は本規約等に違反した場合 
② 当協会や第三者の著作権・隣接著作権を含む知的財産権を侵害した場合 
③ 本講座の運営を妨害した場合 
④ 受講者が反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者であった場合 
⑤ 受講者名で受講者以外が本講座を受講したとき 
⑥ その他受講者として不適切と当協会が判断した場合 

 ２．前項に従って当協会が受講を停止したことにより、受講者又は第三者に損害が発生し
ても当協会は一切の責任を負わない。 

 
 



第１０条（修了証） 
 本講座の受講修了の後、希望者には「修了証」を発行するものとする。 
 
第１１条（本講座の利用環境） 
 １.受講者は本講座受講のために必要とされる端末機器、ソフトウエア、インターネット

接続、電気通信回線等を自らの負担と責任で準備し維持しなければならない。 
２.迷惑メール設定等により、当協会からのメールを受信できないようにされている場合

は、設定の変更をすること。 
 ３.受講者が何らかの事情で本講座を受信できなくなった結果、損害が発生した場合にお 

いても、当協会は一切の責を負わない。 
 ４.受講者のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合、通信手段のアプリ利用により

発生する損失、被害等について、当協会は一切の責を負わない。 
５.本講座は、長時間の受講になるため、Wi-Fi の利用を推奨する。但し情報漏えい対策の 

観点から、フリーWi-Fi の利用は禁止する。 
 
第１２条（規約変更） 

１.当協会は当協会ホームページ上での告知により、受講者の事前の承諾なく本規約を変
更することができるものとする。 

２.本規約の内容を変更する場合、当協会は事前に変更の内容及び効力発生時期を本協会
ホームページ上に明示した上で、十分な期間を経てから変更するものとする。ただし、
利用者に不利にならない事項及び軽微な事項についてはこの限りではない。 

 
第１３条（本講座の中断又は停止） 

１. 当協会は、次の場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を
中断又は停止する等の必要な措置をとることができる。 

① システムの定期保守点検や緊急点検を行う場合 
② システムに負荷が集中した場合 
③ 本講座の運営に支障が生じると判断した場合 
④ 受講者のセキュリティを確保する必要が生じた場合 
⑤ その他必要があると当協会が判断した場合 

２.前項による本講座の中断または停止により受講者に損害について、当協会は一切の責
任を負わない。 

 
第１４条（個人情報の取り扱い） 
 当協会は、別途定めるプライバシーポリシーに従う。 
 



第１５条（準拠法） 
 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。 
 
第１６条（管轄合意） 

１.本規約に関し受講者と当協会との間で紛争が生じた場合には、誠実に協議し、これを
解決するものとする。 

２.前項の協議にも係わらず、協議しても解決しない場合には、東京地方裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とする。 

 
2022 年 7 月 4 日制定 


